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z情報提供
- 平成２９年カンピロバクター食中毒発生状況
- 内閣府食品安全委員会リスクプロファイルの改訂

z昨年度の活動報告
- 薬剤耐性・血清型別試験の結果（C. jejuni散発事例）
- 検査法に関するアンケート調査
- Penner遺伝子型別法
- 食中毒事例の紹介：東京都

z本年度の活動予定
- 血清型別、薬剤耐性試験
- Penner遺伝子型別試験
- その他



平成29年食中毒発生状況（原因物質別事件数）

事件数：３２０件、患者数：２３１５名
出典：厚労省食中毒部会資料



出典：厚労省食中毒部会資料



内閣府食品安全委員会
食品健康影響評価のためのリスクプロファイル
～鶏肉等におけるCampylobacter jejuni/coli～

（平成30年5月改訂）

カンピロバクター食中毒が減っていない理由
○加熱用として流通・販売されるべき鶏肉の生食又は
加熱不十分な状態での喫食が行われている。

①事業者及び消費者に加熱用鶏肉の生食又は加熱不十
分な状態での喫食による食中毒のリスクが十分に伝
わっていない。

②食中毒の発生防止のための鶏肉における推定汚染菌
数が把握できていない。

③非汚染鶏肉を区分製造するインセンティブがない。

○効果的に鶏肉の菌数を下げることが困難である。



（１）モニタリング計画の策定及び実施
・迅速、簡便な検査方法の開発を進める。
・精度管理された検査法で統一的にモニタリングを実施する。
・フードチェーンを通じ、継続的に定量的モニタリングを実施する。
⇒求められるリスク評価
①食中毒が発生しないと推定される菌数を明らかにする。
②菌数が多い汚染鶏肉の流通割合を減らす為の菌数目標値及びその
サンプリング計画を策定する為、定量的リスク評価を実施する。

（２）効果的なリスク管理措置の導入及び実施
・新たなリスク管理技術を開発する。
・食鳥処理場においてHACCPを導入・実施し、検証する。
⇒求められるリスク評価
①各段階で用いられるリスク低減策の効果の定量的な推定を行う。



● 薬剤耐性状況
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● Penner血清型別の状況
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● 検査法に関するアンケート集計（臨床検体）

年間検体数

100検体以上 0～99検体

増菌培養

有 無

増菌培養時間

18ｈ 18～24ｈ 24ｈ 24～48ｈ 48ｈ

菌株保存に用いる資材

スキムミルク グリセロール マイクロバンク

（うち93%は
プレストン）

選択分離培養

Campylobacter Selective Agar

ｍCCDA

CCDA (SEL)

バツラー

スキロー



● 検査法に関するアンケート集計（食品検体）
検体の状態

冷凍 冷蔵

検体重量

10ｇ 25ｇ 搬入量による その他（25g以上）

年間検体数

0～100検体 100検体以上

増菌培養

プレストン ボルトン その他 実施していない

迅速簡便法の利用

リアルタイムPCR PCR イムノクロマト miniVidas
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【食中毒事例紹介】
同一営業者が複数の店舗で
発生させたカンピロバクター食中毒

平成３０年７月５日
衛生微生物技術協議会第３９回研究会
カンピロバクターレファレンスセンター会議

東京都健康安全研究センター

赤 瀬 悟



事 例 概 要

喫 食 日 : 平成29年5月26日～6月19日
発 症 日 : 平成29年5月27日～6月23日
症 状 : 下痢、発熱、腹痛、頭痛、倦怠感等
原因施設 : A, B, C, D, Eの5店舗（すべて同じ営業者）
喫食者数 : 159名（A～E店の総数）
患 者 数 : 60名（ 同 上 ）

原因食品 : 鶏刺し、鶏わさ、鶏ユッケ（推定）
病因物質 : カンピロバクター・ジェジュニ



由来 C. jejuni
陽性数*

患者（A店）

調理従事者
（A～E店）

5

1 (B店) 1

20

検査結果（患者、調理従事者）

P群 C群

*C. coli は未検出 **UT：型別不能

UT**

患者（B店）
4
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検体
Cj / Cc
陽性数

鶏肉（A店）

鶏肉（C店）

0

0

1

0

検査結果（参考食品等）
Salmonella*

O4群

鶏肉（B店） 1

鶏肉（D店）
鶏肉（E店）

0

0
0

2

1

1 2計

1

S. aureus

1

1

O7群 O8群

1

* O4群 (S. Agona), O7群 (S. Infantis), O8群 (S. Blockley) 

1

検査
件数

4
1
3
2

42
ふきとり（A～E店） 31 0



発生要因
◎鶏肉販売業者が、飲食店営業者に対して

「加熱用鶏肉」の旨を伝達せず

◎飲食店が、加熱用の鶏肉を刺身

または加熱不十分な状態で提供

◎飲食店営業者らは、鶏肉による

カンピロバクターのリスク認識が不足

◎複数の店舗で同じ仕入れ先の鶏肉を提供



今後の課題（飲食店対策）

◎飲食店対策
⇒加熱用鶏肉を生食・加熱不十分で

提供させない！

しかし・・・

厚労省通知①
平成２９年３月３１日付け生食監発０３３１第１９３号
「カンピロバクター食中毒対策の推進について」
⇒食鳥処理業者等から飲食店営業者に対し、鶏肉は「加熱用」である旨を
確実に伝達すること。

厚労省通知②
平成３０年３月２９日付け薬生食監発０３２９第５号
「カンピロバクター食中毒事案に対する告発について」
⇒悪質性、広域性の高い食中毒事案は告発等、厳正な措置を講じること。



今後の課題（飲食店対策）

★一部の消費者の間で、生食・加熱不十分な食肉メニュー
の人気は根強く、店へのリクエストも少なくない・・・

★店側も鶏肉の加熱不十分のリスクは承知しているが、
近隣他店が提供を続けており、やむなく加熱用鶏肉を
使用している場合も・・・

カンピロバクター等の病原細菌汚染を低減させた
「生食用鶏肉」の生産・流通が実現可能となれ
ば、上記の課題はクリアできる！？



今後の課題（消費者対策）

◎消費者対策

⇒加熱不十分な鶏肉のリスクを周知徹底！

（%）

東京都民の意識調査 (1,000名、H23年実施)
「消費者の食肉の生食及び半生食に関する意識調査」

食肉の生食の有無について (n=1,000) 

よく食べる たまに食べる
以前は食べていたがやめた 生で食べたことはない
その他

5.8 22.8 31.4 39.2 0.8



今後の課題（消費者対策）

食肉を生で食べると食中毒になる可能性があることが分かった上で、
今後の食肉の生食行動をどうするか？ (n=286)

（%）
食べる 場合によっては食べる
食べない わからない

21.3 47.9 21.0 9.8

食肉の生食リスクを知った上で食べる理由 (n=198)

68.2 26.3 5.6

（%）
おいしいから 基準にあっていれば安全だから
店を信用しているから

⇒食肉の生食を嗜好する消費者への普及啓発方法は？



年 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

件 8 8 9 0 0 0 0 0

牛肉、豚肉の生食に関する規制（国）

★H23年 生食用食肉（牛肉）の規格基準の設定
★H24年 牛レバーの生食提供の禁止
★H27年 豚肉（内臓含む）の生食提供の禁止

H25年以降、牛レバ刺しを原因とする
カンピロバクター食中毒は発生しなくなったが・・・

「牛レバ刺し」の喫食を含むカンピロバクター食中毒発生件数（都内）



生食用食肉（牛肉）の取扱施設数（都内）

牛肉ユッケ、タタキ等を提供する店舗が都内で増えると、
鶏肉の生食提供は減少する？それとも減少しない？
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番号 発生月 患者数 病因物質 鶏肉銘柄

1 1月 26 C. jejuni / coli A鶏、B鶏
2 2月 2 C. jejuni C鶏
3 2月 3 C. jejuni D鶏
4 2月 3 C. jejuni A鶏
5 2月 6 C. jejuni E鶏
6 2月 4 C. jejuni A鶏等
7 2月 2 C. jejuni A鶏等
8 2月 3 C. jejuni A鶏
9 3月 5 C. jejuni F鶏

10 3月 3 C. jejuni 不明

11 4月 5 C. jejuni 不明

12 4月 3 C. jejuni C鶏、G鶏
13 4月 12 C. jejuni / coli G鶏
14 4月 2 C. jejuni A鶏等
15 4月 3 C. jejuni D鶏
16 4月 7 C. jejuni A鶏
17 4月 7 C. jejuni A鶏
18 4月 5 C. jejuni / coli A鶏
19 4月 2 C. jejuni A鶏
20 4月 3 患者は陰性 不明

21 4月 1 調査協力拒否 A鶏

都内カンピロバクター食中毒・疑い事例の鶏肉銘柄

21事例中11事例
(52%)でA鶏が提供
されている

（H30年1～4月分）

保健所の調査では
A鶏は「加熱用」
表示あり



本年度の計画案

•散発事例由来株を対象とした主要薬剤感受性試
験並びにPenner血清型別のプロファイリング
～統一的な薬剤感受性試験の在り方を協議

• Penner血清型別が判別可能となる株を主体に
マルチプレックスPCR型別法を検討

• C. coliを対象とするMLST解析
•その他


